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会
　
計 

「
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
」

の
文
案
も
示
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
企
業
結
合
専
門
委

去
る
５
月
14
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
50
回
企
業
結
合
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

同
専
門
委
員
会
で
は
持
分
プ
ー
リ

ン
グ
法
、
対
価
の
測
定
日
、
負
の
の

れ
ん
、
段
階
取
得
の
取
扱
い
の
変
更

等
に
伴
い
、「
連
結
財
務
諸
表
に
関

す
る
会
計
基
準
」と
、
持
分
法
会
計

基
準
、
企
業
結
合
会
計
基
準
、
結

合
・
分
離
適
用
指
針
そ
れ
ぞ
れ
の
改

正
の
文
案
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

今
回
新
た
に
取
り
扱
う
と
さ
れ
た

連
結
財
務
諸
表
会
計
基
準
の
主
な
内

容
の
事
務
局
案
は
次
の
と
お
り
。

な
お
、
事
務
局
は
６
月
中
に
各
々

の
公
開
草
案
を
公
表
す
る
と
し
て
い

る
。

◆
子
会
社
の
資
産
お
よ
び
負
債
の
範

囲時
価
に
よ
り
評
価
す
る
子
会
社
の

資
産
お
よ
び
負
債
の
範
囲
に
つ
い
て

は
、
親
会
社
の
持
分
に
相
当
す
る
部

分
に
限
定
す
る
方
法（
部
分
時
価
評

価
法
）と
全
面
時
価
評
価
法
に
よ
る

処
理
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
本
会

計
基
準
で
は
、
全
面
時
価
評
価
法
の

み
と
す
る
。

◆
の
れ
ん
の
処
理

平
成
９
年
連
結
原
則
に
お
い
て
連

結
調
整
勘
定
と
さ
れ
て
い
た
の
れ
ん

（
ま
た
は
負
の
の
れ
ん
）に
つ
い
て
、

本
会
計
基
準
で
は
、
今
後
、
企
業
結

合
会
計
基
準
に
従
い
会
計
処
理
す
る

こ
と
と
す
る
。

つ
ま
り
、
負
の
の
れ
ん
が
生
じ
る

と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
子
会
社

の
資
産
お
よ
び
負
債
の
把
握
や
そ
れ

ら
に
対
す
る
取
得
原
価
の
配
分
が
適

切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
見
直

し
、
見
直
し
て
も
生
じ
た
負
の
の
れ

ん
は
、
当
該
負
の
の
れ
ん
が
生
じ
た

事
業
年
度
の
利
益
と
し
て
処
理
す

る
。

◆
資
本
準
備
金
以
外
の
剰
余
金

資
本
準
備
金
以
外
の
剰
余
金
は
、

平
成
９
年
連
結
原
則
に
お
い
て
連
結

剰
余
金
と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
会
計

基
準
で
は
、
純
資
産
会
計
基
準
に
従

い
、
資
本
剰
余
金
、
利
益
剰
余
金
お

よ
び
評
価
・
換
算
差
額
と
す
る
。

◆
少
数
株
主
持
分
の
取
扱
い

少
数
株
主
持
分
は
、
平
成
９
年
連

結
原
則
に
お
い
て
、
負
債
の
部
と
資

本
の
部
の
中
間
に
独
立
の
項
目
と
し

て
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

が
、
本
会
計
基
準
で
は
、
純
資
産
会

計
基
準
に
従
い
、
純
資
産
の
部
に
区

分
し
て
記
載
す
る
こ
と
と
す
る
。
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仕
掛
研
究
開
発
に
つ
き
分
離
譲
渡
可
能

範
囲
等
が
審
議
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
無
形
資
産
専
門
委

去
る
５
月
19
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
13
回
無
形
資
産
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

専
門
委
員
会
で
は
仕
掛
研
究
開
発

の
資
産
計
上
に
係
る
、
企
業
結
合
会

計
基
準
お
よ
び
研
究
開
発
費
会
計
基

準
の
一
部
改
正
の
文
案
が
検
討
さ
れ

て
お
り
、
早
け
れ
ば
６
月
中
に
検
討

内
容
を
公
表
し
た
い
と
し
て
い
る
。

今
回
は
文
案
検
討
の
３
回
目
。
今

回
審
議
さ
れ
た
、
研
究
開
発
費
会
計

基
準
の
一
部
改
正
に
関
す
る
主
な
事

務
局
案
は
次
の
と
お
り
。

◆
分
離
し
て
譲
渡
可
能
な
も
の
の
範

囲企
業
ま
た
は
事
業
と
独
立
し
て
売

買
が
可
能
で
あ
れ
ば
、｢

分
離
し
て

譲
渡
可
能
な
無
形
資
産｣

に
該
当
す

る
こ
と
に
な
る
。

法
律
上
の
権
利
で
な
く
て
も
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
、
顧
客
リ
ス
ト
、
特
許

で
保
護
さ
れ
て
い
な
い
技
術
、
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
、
研
究
開
発
活
動
の
途
中

段
階（
最
終
段
階
に
あ
る
も
の
に
限

ら
な
い
）の
成
果
等
に
つ
い
て
も
、

分
離
し
て
譲
渡
可
能
な
も
の
が
あ
る

点
に
留
意
す
る
。

◆
無
形
資
産
へ
の
取
得
原
価
の
配
分

企
業
結
合
に
よ
り
取
得
し
た
研
究

開
発
の
途
中
段
階
の
成
果
に
つ
い
て

資
産
と
し
て
識
別
し
た
場
合
に
は
、

当
該
資
産
は
そ
の
途
中
段
階
の
研
究

開
発
が
完
成
す
る
ま
で
は
、
当
該
無

形
資
産
の
有
効
期
間
は
開
始
し
な
い

点
に
留
意
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
専
門
委
員
か
ら

は
、
企
業
結
合
に
よ
り
取
得
し
た
、

人
や
資
産
が
投
入
さ
れ
た
仕
掛
研
究

開
発
が
あ
っ
た
場
合
、
有
形
資
産
だ

け
切
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

か
、
そ
の
際
は
ど
の
よ
う
に
処
理
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
っ
た
質
問
が

相
次
ぎ
、
引
き
続
き
審
議
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
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複
合
用
途
の
不
動
産
の
取
扱
い
に
つ

い
て
検
討
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
投
資
不
動
産
専
門
委

去
る
５
月
21
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
７
回
投
資
不
動
産
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。
同
専
門
委
員

会
は
今
回
か
ら「
賃
貸
等
不
動
産
の

時
価
等
の
開
示
に
関
す
る
会
計
基

準
」と
同「
適
用
指
針
」の
公
開
草
案

の
文
案
検
討
を
始
め
て
お
り
、
早
け

れ
ば
６
月
中
の
公
表
を
目
指
す
と
し

て
い
る
。

今
回
、
主
に
審
議
さ
れ
た
複
合
用

途
の
不
動
産
の
取
扱
い
の
内
容
は
、

次
の
と
お
り
。

◆
区
分
上
の
問
題
と
金
額
的
な
重
要

性事
務
局
側
が
示
し
た
た
た
き
台
で

は
、
個
別
物
件
の
重
要
性
が
乏
し
い

場
合
は
開
示
対
象
か
ら
除
外
す
る
の

で
は
な
く
、
評
価
方
法
を
簡
素
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
一

方
、
別
の
記
述
部
分
で
は
賃
貸
等
不

動
産
と
し
て
利
用
さ
れ
る
部
分
の
割

合
が
低
い
場
合
は
対
象
か
ら
除
く
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
取
扱
い

に
矛
盾
が
生
じ
て
い
な
い
か
、
と
い

う
指
摘
に
対
し
、
事
務
局
側
は
複
合

用
途
の
不
動
産
か
ら
賃
貸
等
不
動
産

を
区
分
す
る
場
合
の
取
扱
い（
区
分

上
の
問
題
）と
賃
貸
等
不
動
産
と
し

て
抽
出
さ
れ
た
不
動
産
全
体
の
中
に

お
け
る
個
別
物
件
の
重
要
性（
金
額

的
な
重
要
性
）の
取
扱
い
を
ど
の
よ

う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
た
め
、
区
分
上
の
問
題
と
金
額
的

な
重
要
性
を
別
次
元
の
も
の
と
考
え

て
は
ど
う
か
、
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
賃
貸
さ
れ
て
い
る
と
い
う

形
式
を
重
視
し
た
も
の
の
、
Ｉ
Ａ
Ｓ

40
号
と
同
様
に
、
当
該
部
分
の
み
が

容
易
に
売
却
で
き
る
か
ど
う
か
、
本

来
的
な
用
途
に
照
ら
せ
ば
暫
定
的
な

利
用
で
あ
る
か
ど
う
か
を
勘
案
す
れ

ば
、
全
体
を
賃
貸
し
て
い
る
不
動
産

と
は
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
と
し
た
見
解
で
あ
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フラッ
シュ 

す
の
に
は
、
明
快
な
理
由
が
あ
る
。

大
企
業
が
、
勤
労
者
に
高
い
処
遇

が
で
き
る
の
は
、
支
払
い
が
可
能
な

収
益
力
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。
こ
れ

は
、
利
益
の
額
を
見
れ
ば
明
ら
か

だ
。
わ
が
国
の
法
人
数
は
２
５
０
万

社
。
こ
の
う
ち
、
資
本
金
階
級
別
で

最
も
多
い
の
は
１
、
０
０
０
万
円
以

上
、
２
、
０
０
０
万
円
以
下
企
業

だ
。
こ
の
最
多
帯
に
属
す
る
企
業
の

う
ち
、
黒
字
を
計
上
し
て
い
る
の
は

29
万
社
、
赤
字
法
人
は
53
・
６
万

社
。
こ
の
ク
ラ
ス
で
は
利
益
を
出
し

て
い
る
会
社
の
方
が
少
な
い
。
全
企

業
で
見
れ
ば
、
わ
が
国
の
法
人
の
う

ち
黒
字
申
告
を
し
て
い
る
の
は
33
％

し
か
な
い（
２
０
０
６
年
国
税
庁
統

計
）。
資
本
金
規
模
が
小
さ
く
な
る

ほ
ど
、
そ
の
比
率
は
低
く
な
る
。
資

本
金
１
０
０
万
円
以
下
帯
に
な
れ

ば
、
73
％
が
欠
損
法
人
に
な
っ
て
い

る
。他

方
、
資
本
金
１
０
０
億
円
以
上 53,000

 どう見る？ 
　　　この数字 

─大企業の次の役割 
53,000社 

群
で
は
、
欠
損
法
人
の
比
率
が
33
％

で
し
か
な
い
。
利
益
の
実
額
で
み
れ

ば
こ
の
存
在
感
の
大
き
さ
が
実
感
で

き
る
。
社
数
で
は
０
・
０
３
％
し
か

な
い
資
本
金
１
０
０
億
円
以
上
の
黒

字
法
人
が
、
全
法
人
が
計
上
し
た
利

益
総
額
の
40
％
を
稼
ぎ
出
し
て
い
る

か
ら
だ
。

欠
損
法
人
と
黒
字
法
人
を
社
数
で

比
較
す
る
と
、
資
本
金
規
模
が
２
、

０
０
０
万
以
下
の
企
業
群
で
は
欠
損

法
人
の
方
が
多
い
。
中
小
企
業
の
多

く
は
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
と
い

え
る
。
新
興
株
式
市
場
が
不
調
な
環

境
下
で
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
脱
出

し
て
行
く
の
は
容
易
で
は
な
い
。

欠
損
法
人
と
黒
字
法
人
の
社
数
が

逆
転
す
る
の
は
、
資
本
金
規
模
が

２
、
０
０
０
万
円
以
上
帯
。
こ
の
規

模
以
上
の
黒
字
法
人
社
数
は
５
万

３
、
０
０
０
社
。
こ
の
企
業
群
が
雇

用
機
会
を
提
供
し
、
利
益
を
稼
ぎ
出

し
て
納
税
し
て
い
る
。
わ
が
国
経
済

の
牽
引
役
は
、
い
わ
ゆ
る「
大
企
業
」

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
大
企
業
で
も
、
女
子
の
場
合

は
５
、
０
０
０
人
以
上
企
業
で
も
報

酬
の
最
多
帯
は
１
０
０
万
円
以
上
、

２
０
０
万
以
下
。
こ
れ
は
、
事
業
所

規
模
を
問
わ
ず
同
じ
だ
。
雇
用
と
納

税
で
国
民
経
済
を
牽
引
し
て
い
る
黒

字
法
人
が
、
世
界
経
済
を
牽
引
し
て

い
く
存
在
と
な
る
た
め
の
改
善
点
を

考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
　（
神
保
敏
明
）

大
学
生
の
就
職
探
し
で
は
大
企
業

指
向
が
強
い
と
い
う
。
所
得
統
計
で

み
る
と
、
大
企
業
の
平
均
給
与
は
中

小
企
業
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
の

が
現
実
。
家
計
へ
の
経
済
効
果
だ
け

を
尺
度
と
す
れ
ば
、
大
企
業
に
軍
配

が
上
が
る
。
仕
事
を
す
る
な
ら
使
わ

れ
る
よ
り
も
使
う
方
が
、
と
い
う
独

立
企
業
の
精
神
を
尻
目
に
、
新
興
産

業
の
分
野
で
も
大
企
業
の
影
は
大
き

い
。
株
式
市
場
で
昨
年
新
規
公
開
し

た
の
は
１
２
１
社
。
こ
の
う
ち
、
子

会
社
企
業
は
30
社
だ
っ
た
。
大
企
業

は
、
新
興
企
業
の
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー

タ
ー
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
株

式
市
場
で
は
新
興
市
場
が
不
振
。
新

興
３
市
場
の
時
価
総
額
は
昨
年
度
で

28
％
も
低
下
し
た
。
投
資
家
も
、
大

企
業
選
好
が
強
い
。
こ
れ
が
、
日
本

の
現
実
だ
。

勤
労
者
の
処
遇
で
い
え
ば
、
大
企

業
の
方
が
高
い
こ
と
は
国
税
庁
の
統

計
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事

業
所
規
模
が
５
千
人
以
上
企
業
の
男

子
の
場
合
、
給
与
所
得
者
が
最
多
な

の
は
１
、
０
０
０
万
〜
１
・
５
、
０

０
０
万
円
帯
。
こ
れ
が
５
０
０
人
以

上
規
模
に
な
れ
ば
、
４
〜
５
０
０
万

円
へ
と
帯
域
が
急
速
に
変
化
す
る
。

30
人
以
上
規
模
で
は
３
〜
４
０
０
万

円
へ
と
、
も
う
一
段
下
が
る
。
男
子

で
あ
れ
ば
、
高
額
報
酬
を
得
る
確
率

は
、
大
企
業
の
方
が
圧
倒
的
に
高

い
。
就
職
希
望
者
が
大
企
業
を
目
指

る
。
専
門
委
員
会
で
は
こ
れ
に
賛
成

す
る
意
見
が
あ
る
一
方
で
、
暫
定
的

な
用
途
で
あ
る
か
ど
う
か
、
容
易
に

売
却
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
判

断
は
難
し
い
た
め
、
金
額
的
な
重
要

性
で
レ
ベ
ル
を
そ
ろ
え
て
は
ど
う

か
、
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
引
き
続

き
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

◆
損
益
の
把
握
が
困
難
な
ケ
ー
ス

複
合
用
途
の
不
動
産
に
つ
き
、
外

部
テ
ナ
ン
ト
が
退
去
し
た
際
、
機
動

的
に
子
会
社
へ
の
賃
貸
と
す
る
な

ど
、
入
替
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
た
め
、
実
務
上
、
損
益
を

把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ

る
が
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
、

と
い
う
指
摘
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
事
務
局
側
は
、
損
益
を
実
務
上

把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

継
続
適
用
を
条
件
と
し
て
、
賃
貸
等

不
動
産
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
部

分
を
含
む
複
合
用
途
の
不
動
産
を
区

分
せ
ず
、
当
該
不
動
産
全
体
を
注
記

の
対
象
と
す
る
と
し
て
は
ど
う
か
、

と
の
見
解
を
示
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
専

門
委
員
会
で
は
継
続
適
用
か
ど
う
か

判
断
が
難
し
く
、
注
記
の
し
か
た
に

つ
い
て
も
わ
か
り
に
く
い
と
い
っ
た

意
見
が
聞
か
れ
、
引
き
続
き
審
議
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

◆
減
損
会
計
等
へ
の
影
響

複
合
用
途
の
不
動
産
の
取
扱
い

が
、
減
損
会
計
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
や

測
定
の
考
え
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
指
摘
に

対
し
、
事
務
局
側
は
時
価
の
算
定
方

法
に
つ
い
て
は
減
損
会
計
に
準
じ
て

い
る
た
め
影
響
は
想
定
し
て
い
な

い
、
と
の
見
解
を
示
し
た
。
ま
た
、

賃
貸
等
不
動
産
と
し
て
利
用
さ
れ
る

部
分
の
割
合
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る

場
合
は
、
賃
貸
等
不
動
産
に
含
め
な

い
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
取
扱
い
は

賃
貸
等
不
動
産
を
区
分
す
る
際
の
任

意
規
定
で
あ
り
、
減
損
会
計
に
お
け

る
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
の
考
え
方
と
は
分

離
し
て
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と

し
て
い
る
。

会
　
計 

セ
グ
メ
ン
ト
の
四
半
期
開
示
で
の
取
扱

い
が
示
さ
れ
る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
開
示
専
門
委

去
る
５
月
20
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
19
回
セ
グ
メ
ン
ト
情
報

開
示
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
本

委
員
会
で
は
四
半
期
財
務
諸
表
会
計

基
準
の
改
正
文
案
の
検
討
が
行
わ
れ

た
。
主
に
、
利
益
と
資
産
の
開
示
に

関
す
る
事
項
、
海
外
で
は
盛
り
込
ま

れ
て
い
な
い「
関
連
情
報
の
取
扱
い
」

に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
前
回
の
議
論

を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
な
文
案
が
示
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さ
れ
た
。

①
　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
ご
と
の
外

部
顧
客
へ
の
内
部
売
上
高
又
は

振
替
高
、
セ
グ
メ
ン
ト
利
益

（
又
は
損
失
）

②
　
企
業
結
合
や
事
業
分
離
等
に

よ
り
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
に
係

る
報
告
、
セ
グ
メ
ン
ト
別
資
産

の
金
額
に
著
し
い
変
動
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
そ
の
概
要

③
　
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
方
法
又

は
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
の
利
益

（
又
は
損
失
）の
測
定
方
法
の
変

更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

概
要

④
　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
利
益（
又

は
損
失
）の
合
計
額
と
四
半
期

連
結
損
益
計
算
書
の
利
益（
又

は
損
失
）計
上
額
の
差
異
調
整

に
関
す
る
事
項

⑤
　
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
の
関
連
情

報
の
金
額
に
著
し
い
変
動
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
概
要

⑥
　
固
定
資
産
の
減
損
損
失
に
関

す
る
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
別
情
報

及
び
の
れ
ん
に
関
す
る
報
告
セ

グ
メ
ン
ト
別
情
報
に
関
連
す
る

重
要
な
事
象
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
概
要

ま
た
、
②
と
⑤
で
い
う「
著
し
い

変
動
が
生
じ
る
場
合
」と
は
、
企
業

結
合
や
事
業
分
離
、
重
要
な
災
害
の

発
生
等
に
よ
っ
て
企
業
が
取
り
扱
う

製
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
売
上
高
に

著
し
い
変
動
が
あ
る
場
合
や
、
重
要

な
海
外
現
地
法
人
を
設
立
し
た
場
合

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑥
の「
固
定

資
産
の
減
損
損
失
に
関
す
る
報
告
セ

グ
メ
ン
ト
別
情
報
に
関
連
す
る
重
要

な
事
象
」と
は
、
重
要
な
減
損
損
失

を
認
識
し
た
場
合
、
新
た
に
重
要
な

の
れ
ん
ま
た
は
負
の
の
れ
ん
を
認
識

し
た
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
四
半
期
財
務
諸
表
適
用
指

針
の
改
正
文
案
も
示
さ
れ
た
。
そ
の

中
で
は
、
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
等
に
関

す
る
事
項
と
し
て
、
セ
グ
メ
ン
ト
の

区
分
方
法
ま
た
は
事
業
セ
グ
メ
ン
ト

の
利
益
の
測
定
方
法
の
変
更
に
あ

た
っ
て
は
、
概
要
と
し
て
次
の
よ
う

な
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
し
た
。

①
　
開
示
す
る
事
業
セ
グ
メ
ン
ト

の
範
囲
を
変
更
し
た
場
合 : 

そ

の
旨
及
び
セ
グ
メ
ン
ト
情
報
に

与
え
る
影
響

②
　
事
業
セ
グ
メ
ン
ト
の
利
益（
又

は
損
失
）の
測
定
方
法
を
変
更

し
た
場
合 : 

そ
の
旨
、
変
更
の

理
由
及
び
当
該
変
更
が
セ
グ
メ

ン
ト
情
報
に
与
え
て
い
る
影
響

③
　
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
方

法
を
変
更
し
た
場
合 : 

そ
の
旨

及
び
前
年
度
に
対
応
す
る
期
首

か
ら
の
累
計
期
間
に
係
る
セ
グ

メ
ン
ト
情
報
を
変
更
後
の
区
分

方
法
に
よ
り
作
り
直
し
た
情

報
。
た
だ
し
、
開
示
が
実
務
上

困
難
な
場
合
に
は
、
当
期
首
か

ら
の
累
計
期
間
に
係
る
セ
グ
メ

ン
ト
情
報
を
前
年
度
の
区
分
方

法
に
よ
り
作
成
し
た
情
報
を
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
③
に
関
し
て
、
組
織
変
更
等

の
場
合
に
は
、
年
度
の
財
務
諸
表
と

同
様
、
遡
及
的
な
情
報
の
開
示
が
原

則
で
あ
る
。

会
　
計 

Ｓ
Ｐ
Ｃ
適
用
指
針
案
が
検
討
さ
れ

る
│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
専
門
委

去
る
５
月
21
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
37
回
特
別
目
的
会
社

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

本
委
員
会
で
は
、
平
成
19
年
３
月

29
日
に
公
表
さ
れ
た「
一
定
の
特
別

目
的
会
社
に
係
る
開
示
に
関
す
る
適

用
指
針
」の
四
半
期
財
務
諸
表
に
お

け
る
取
扱
い
が
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
６
月
に

公
開
草
案
の
公
表
を
目
指
し
て
い

る
。

◆
適
用
時
期
等（
新
設
・
４
項
２
号
）

本
適
用
指
針
は
平
成
20
年
４
月
１

日
以
後
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
か

ら
適
用
す
る
。

な
お
、
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し

て
い
な
い
が
、
個
別
財
務
諸
表
に
お

い
て
開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
に
係

る
注
記
を
行
う
場
合
に
も
、
平
成
20

年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
か
ら
適
用
す
る
。

◆
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る

注
記
事
項

四
半
期
会
計
基
準
19
項
(21)
お
よ
び

25
項
(20)
で
定
め
る「
財
政
状
態
、
経

営
成
績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

の
状
況
を
適
切
に
判
断
す
る
た
め
に

重
要
な
そ
の
他
の
事
項
」と
し
て
、

四
半
期
会
計
適
用
指
針
80
項
に
照
ら

し
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
適
用
指
針
３
項
の
注
記

事
項
に
つ
い
て
、
前
年
度
末
の
記
載

と
比
較
し
て
重
要
な
変
更
ま
た
は
著

し
い
変
動
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
次
の
区
分
に
応
じ
て
該
当
す
る

事
項
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
る
。

①
　
開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
の

概
要

②
　
開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
を

利
用
し
た
取
引
の
概
要

③
　
開
示
対
象
特
別
目
的
会
社
と

の
取
引
金
額

①
〜
③
は
、
あ
く
ま
で
も
ミ
ニ
マ

ム
の
記
載
で
あ
り
、
記
載
事
項
の
充

実
は
各
社
の
実
態
と
照
ら
し
て
対
応

す
べ
き
と
し
た
。

会
　
計 

遡
及
修
正
の
検
討
整
理
案
の
コ
メ

ン
ト
募
集
は
２
カ
月
を
予
定

│
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、
過
年
度
遡
及
修
正
専
門
委

去
る
５
月
22
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
20
回
過
年
度
遡
及
修

正
専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
の
委
員
会
は
、
現
在
検
討
中

の「
会
計
上
の
変
更
及
び
過
去
の
誤

謬
に
関
す
る
検
討
の
整
理（
案
）」の

文
案
検
討
の
９
回
目
。
本
文
の
検
討

と
と
も
に
、「
公
表
に
あ
た
っ
て
」に

あ
た
る
部
分
に
つ
い
て
の
た
た
き
台

も
示
さ
れ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
検
討
の
整
理

は
、
遡
及
処
理
の
考
え
方
を
導
入
す

る
場
合
、
遡
及
処
理
さ
れ
た
財
務
諸

表
の
取
扱
い
や
誤
謬
に
関
す
る
取
扱

い
な
ど
に
つ
い
て
、
関
連
諸
制
度
と

の
関
係
の
整
理
が
必
要
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
円
滑
に
行
う
た
め

最
終
的
に
公
表
さ
れ
る
会
計
基
準
の

方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、「
用
語
の
定
義
」に
て
、
会

計
上
の
取
扱
い
と
の
関
係
が
図
示
さ

れ
て
お
り
、
図
表
の
よ
う
な
整
理
が

な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
過
去

の
誤
謬
に
係
る
取
扱
い
」（
24
項
）に

て
修
正
再
表
示
が
実
務
上
不
可
能
な
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場
合
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、

案
で
は
誤
謬
の
修
正
再
表
示
が
行
え

な
い
以
上
、
財
務
諸
表
の
適
正
性
が

確
保
で
き
な
い
こ
と
か
ら
当
該
取
扱

い
を
会
計
基
準
と
し
て
設
け
る
こ
と

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
募
集
す
る
旨

が
別
途
記
載
さ
れ
る
。

当
該
記
載
に
つ
い
て
、
委
員
会
か

ら
こ
の
部
分
の
み
で
は
な
く
、
会
計

方
針
や
表
示
方
法
、
減
価
償
却
の
取

扱
い
な
ど
他
の
論
点
に
つ
い
て
も
記

載
が
必
要
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見

も
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
事
務

局
は
、
当
該
部
分
に
つ
い
て
、
国
際

財
務
報
告
基
準
と
米
国
財
務
会
計
基

準
と
で
記
載
の
有
無
に
関
し
、
基
準

間
で
規
定
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
日

本
の
対
応
を
整
理
し
て
お
く
べ
き
と

の
観
点
か
ら
、
と
り
わ
け
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
た
と
し
て
い
る
。

な
お
、
本
検
討
の
整
理（
案
）は
６

月
中
に
公
表
を
目
指
し
、
議
論
が
行

わ
れ
て
い
る
が
、
６
月
13
日
に
開
催会

　
計 

子
会
社
の
投
資
原
価
の
決
定
に
係

る
２
つ
の
基
準
書
を
改
訂
│
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

会計上の 
取扱い 

定義 
会計方針の 
変更 
 

遡及処理 
する 
 

遡及適用 

表示方法の 
変更 
 

遡及処理 
する 
 

財務諸表の 
組替え 

会計上の 
見積りの変更 

 
遡及処理 
しない 
 

－ 

 
 
 

遡及処理 
する 
 

修正再表示 

会計上の変更 

過去の誤謬 
の修正 

（図表） 

去
る
５
月
22
日
、
国
際
会
計
基
準

審
議
会（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

１
号「
国
際
財
務
報
告
基
準
の
初
度

適
用
」と
Ｉ
Ａ
Ｓ
27
号「
連
結
お
よ
び

個
別
財
務
諸
表
」の
改
訂
版
を
発
行

し
た
。
国
際
財
務
報
告
基
準（
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
）の
初
度
適
用
に
あ
た
り
、
遡

及
し
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
従
っ
た
子
会
社

へ
の
投
資
の
原
価
を
決
定
す
る
こ
と

は
負
荷
が
か
か
る
と
の
批
判
に
応
え

た
も
の
で
あ
る
。

初
度
適
用
会
社
が
、
個
別
財
務
諸

表
に
お
い
て
、「
以
前
採
用
し
て
い

た
基
準
で
の
帳
簿
価
額
」を「
み
な
し

原
価
」と
し
て
、
子
会
社
、
共
同
支

配
会
社
、
関
連
会
社
へ
の
投
資
の
当

初
の
原
価
の
測
定
に
使
用
す
る
こ
と

を
認
め
た
。
同
時
に
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
27
号

で
規
定
し
て
い
た
原
価
法
の
定
義
を

削
除
し
、
投
資
者
の
個
別
財
務
諸
表

で
収
益
と
し
て
配
当
を
示
す
要
求
に

置
き
換
え
た
。
Ｉ
Ａ
Ｓ
27
号
で
は
、

子
会
社
、
共
同
支
配
会
社
、
関
連
会

社
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、「
原
価
」

ま
た
は「
公
正
価
値
」で
測
定
さ
れ
る

が
、
原
価
に
代
え
て「
以
前
に
採
用

し
て
い
た
基
準
で
の
帳
簿
価
額
」を

認
め
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
再
組
織
化
で
新
し
い
親
会

社
が
形
成
さ
れ
た
場
合
の
投
資
に
つ

い
て
も
規
定
し
た
。
新
し
い
親
会
社

は
、
既
存
の
会
社
を
子
会
社
と
し
、

既
存
の
会
社
へ
の
投
資
を
測
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
再
組
織
日
現

在
の
既
存
の
会
社
の
個
別
財
務
諸
表

の
純
資
産
の
割
合
の
帳
簿
価
額
で
、

既
存
の
会
社
へ
の
投
資
の
原
価
を
測

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

適
用
は
２
０
０
９
年
１
月
１
日
以

後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
で
、
早

期
適
用
も
可
能
。

監査人から事務幹事証券会社への書簡

募集または売出しによる株式、社債等の引受審査に関連
して、発行会社および事務幹事証券会社が発行会社の財務
諸表を監査した監査法人等から受領する書簡について、日
本公認会計士協会と日本証券業協会との連名で要綱が公
表されている。
書簡作成の受託者である監査人、委託者である発行会社

および事務幹事証券会社との間で責任の所在を明らかに
し、また、手続を確定するために業務契約書を締結するこ
ととされている。また、書簡の記載内容は、発行会社、監査
人および事務幹事証券会社の三者で合意することにより
決定されることになる。
監査人が実施する手続には、発行会社の内部統制が有効

に機能していることが監査の過程で確かめられている会
計システムの下で作成されている諸資料、または監査の際
に閲覧した証拠資料に基づいて作成している諸資料との
照合、株主総会議事録および取締役会議事録の閲覧、発行
会社の責任者からの質問があるとされている。

リース取引に関する会計基準

平成19年3月30日付でリース取引に関する会計基準が公
表され、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用
（早期適用も可）されることとなった。改正の大きなポイン
トは、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、
「通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う」方
法に一本化され、従来認容されていた賃貸借取引に準じた
会計処理は廃止されたことである。
ファイナンス・リース取引の借手側は、リース物件とこ

れに係る債務をリース資産およびリース債務として計上
し、減価償却費も、自己所有の固定資産に適用する減価償
却方法と同一の方法により算定する。借手側は、所有権移
転ファイナンス・リース取引についてはリース債権とし
て、所有権移転外ファイナンス・リース取引については
リース投資資産として計上する。オペレーティング・リー
ス取引については、通常に賃貸借取引に係る方法に準じて
会計処理を行う。

が
予
定
さ
れ
て
い
る
第
154
回
企
業
会

計
基
準
委
員
会
に
て
公
表
議
決
が
行

わ
れ
た
場
合
、
20
日
頃
公
表
、
そ
の

の
ち
２
カ
月
の
コ
メ
ン
ト
募
集
期
間

が
設
け
ら
れ
る
模
様
。
次
回
専
門
委

員
会
は
、
６
月
５
日
開
催
予
定
。
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株
式
市
場
は
モ
ノ
主
導
、
モ
ノ
に

支
配
さ
れ
る
市
場
と
な
っ
た
よ
う

だ
。
５
月
半
ば
頃
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
株
価
は
、
原
油
高
の
影
響
を
懸

念
し
て
大
き
く
下
げ
、
東
京
を
始
め

各
国
の
株
価
も
そ
れ
に
連
動
し
た
。

原
油
は
１
バ
レ
ル
＝
１
３
０
ド
ル
を

超
え
、
未
踏
の
領
域
に
入
っ
て
き

た
。
今
や
同
２
０
０
ド
ル
と
い
う
予

想
が
現
実
味
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

問
題
は
原
油
価
格
が
需
給
要
因
と

い
う
よ
り
も
、
余
剰
資
金
が
運
用
先

と
し
て
原
油
市
場
へ
入
り
込
む
と
い

う
形
で
騰
勢
を
強
め
て
い
る
こ
と
で

Ｆ
Ｆ
レ
ー
ト
は
２
％
ま
で
低
下
し
て
き

た
が
、
そ
れ
以
上
の
利
下
げ
は
モ
ノ
市

場
が
許
さ
な
い
気
配
に
な
っ
て
き
た
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
も
前
回
利
下
げ
で
し
ば
ら
く
凍

結
す
る
姿
勢
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

原
油
高
は
穀
物
、
鉱
物
な
ど
多
く
の

国
際
商
品
の
市
況
急
騰
に
つ
な
が
っ
て

き
て
お
り
、
途
上
国
の
一
部
で
は
イ
ン

フ
レ
ど
こ
ろ
か
食
料
不
足
が
問
題
化
す

る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
原
油
高
に
よ
っ
て

石
油
会
社
が
高
収
益
を
享
受
す
る
一

方
、
航
空
会
社
は
燃
料
コ
ス
ト
高
で

運
航
を
減
ら
す
有
様
で
あ
る
。
日
本

企
業
は
何
と
か
６
年
連
続
増
益
を
達

成
し
た
が
、
今
08
年
度
は
増
益
持
続

が
絶
望
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

原
油
高
に
起
因
す
る
原
材
料
費
ア
ッ

プ
が
最
大
の
要
因
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
は
販
売
不
振
も
加
わ
っ
て
く
る
可

能
性
が
あ
る
。

株
式
市
場
は
原
油
を
筆
頭
と
す
る

モ
ノ
に
支
配
さ
れ
、
原
油
価
格
の
先

行
き
に
メ
ド
が
つ
く
ま
で
は
身
動
き

で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
目
安
は
石
油
の
消
費
量
が
ま
ず
ア

メ
リ
カ
で
は
っ
き
り
減
っ
た
と
確
認

さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
実

現
す
る
に
は
、
単
な
る
節
約
で
済
む

の
か
、
き
び
し
い
景
気
後
退
を
必
要

と
す
る
の
か
、
そ
こ
で
ま
た
不
安
が

高
ま
る
。

日
本
の
株
価
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市

場
と
の
連
動
以
外
の
要
因
で
動
く
と

し
た
ら
、
相
対
的
な
割
安
感
が
評
価

さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

金
　
融 

大
手
銀
行
決
算
が
暗
示
す
る
今
後

の
日
本
経
済

大
手
銀
行
の
08
年
３
月
期
決
算
を

見
る
と
、
連
結
純
利
益
ベ
ー
ス
で
１

兆
８
、
６
０
０
億
円
と
な
り
、
前
期

比
３
割
減
で
そ
の
う
ち
の
お
お
む
ね

半
分
が
米
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
関

連
と
な
っ
て
い
る
。
数
カ
月
前
ま
で

ほ
と
ん
ど
影
響
が
無
い
と
公
言
し
て

い
た
大
手
銀
行
だ
が
、
や
は
り
こ
こ

ま
で
損
失
が
膨
ら
ん
で
き
た
か
と
い

う
の
が
実
感
だ
。

銀
行
と
し
て
も
、
不
良
債
権
処
理

が
終
了
し
、
前
向
き
の
事
業
戦
略
を

推
進
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
系
列
ノ

ン
バ
ン
ク
の
業
績
悪
化
、
大
手
銀
行

同
士
の
大
型
合
併
に
伴
う
大
幅
な
コ

ス
ト
負
担
に
続
い
て
世
界
的
な
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
の
嵐
の
中
に

巻
き
込
ま
れ
た
形
と
な
り
、
今
期
業

績
見
通
し
も
控
え
め
に
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
だ
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー

ン
関
連
の
損
失
が
ヤ
マ
場
を
越
え
た

と
誰
も
断
言
で
き
な
い
な
か
、
中
長

期
的
な
見
通
し
も
予
断
を
許
さ
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
る
。

銀
行
の
営
業
成
績
が
落
ち
込
め

ば
、
最
も
、
そ
し
て
最
初
に
影
響
を

受
け
る
の
が
中
小
企
業
だ
。
銀
行
の

業
績
は
、
一
般
の
事
業
会
社
や
景
気

全
体
の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う

の
が
大
前
提
だ
が
、
逆
に
銀
行
が

個
々
の
事
業
会
社
に
与
え
る
影
響

も
、
企
業
規
模
、
事
業
内
容
に
よ
っ

て
は
無
視
で
き
な
い
側
面
も
あ
り
、

90
年
代
の
デ
フ
レ
不
況
期
に
は
ま
さ

に
こ
れ
が
現
実
だ
っ
た
。
日
銀
に
よ

る
金
融
政
策
で
総
体
的
な
資
金
需
給

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
可
能
で

も
、
最
終
的
に
個
々
の
中
小
企
業
へ

の
資
金
供
給
は
市
中
銀
行
の
資
金
繰

り
な
ど
事
業
内
容
に
よ
る
営
業
姿
勢

に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
考
え
る
と
、
当
初
は
日

本
に
は
関
係
な
い
、
対
岸
の
火
事
と

決
め
込
ん
で
い
た
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
問
題
が
、
日
本
経
済
に
飛
び

火
し
て
ボ
デ
ィ
ブ
ロ
ー
の
よ
う
に
効

い
て
く
る
懸
念
も
現
実
味
を
帯
び

る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
銀
の
デ
フ
レ
経

済
の
異
常
な
金
融
政
策
か
ら
の
復
旧

と
い
っ
た
方
針
を
阻
む
ブ
レ
ー
キ
と

も
な
る
が
、
そ
れ
以
前
に
日
本
経
済

が
デ
フ
レ
経
済
へ
逆
行
す
る
一
因
が

台
頭
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
。

ま
だ
経
済
全
体
の
流
れ
を
左
右
す
る

ま
で
に
は
拡
大
し
て
い
な
い
が
、
金

融
政
策
頼
み
の
日
本
経
済
と
し
て

は
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
対

策
に
関
す
る
注
文
も
日
銀
が
背
負
う

可
能
性
も
で
て
き
た
。

会
　
計 

モ
ノ
に
支
配
さ
れ
た
カ
ネ
の
市
場

あ
る
。
し
か
も
、
余
剰
資
金
は
サ
ブ

プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
に
発
す
る
信

用
不
安
、
景
気
後
退
懸
念
に
対
応
す

る
た
め
、
米
連
銀
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
続
け
て

き
た
利
下
げ
、
金
融
緩
和
策
に
よ
っ

て
増
幅
さ
れ
て
き
た
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
こ
れ
ま
で
信
用
不
安
と
イ

ン
フ
レ
防
止
の
両
方
に
対
応
す
る
と
い

う
ジ
レ
ン
マ
的
な
金
融
政
策
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
き
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
前
者
に
重
点
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

余
剰
資
金
が
原
油
高
を
促
進
す
る
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
、
景
気
対
策

と
し
て
の
利
下
げ
に
は
限
界
が
み
え
て

き
た
。
前
回
の
利
下
げ
で
指
標
と
な
る
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